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労
働
保
険
事
務
組
合
よ
り
お
知
ら
せ

労
働
保
険
３
期
分
の
口
座
振
替
・
現
金
納
付
に
つ
い
て
左
記

の
通
り
と
な
り
ま
す
。



口
座
振
替

１
月
３
０
日



現
金
納
付

１
月
３
０
日

不
動
産
所
得
「
小
作
料
収
入
（
米
で
も
ら
っ
た
場
合
）
」

阿
賀
野
市
で
小
作
料
を
米
で
も
ら
っ
た
場
合
の
現
金
換
算

シ
ー
ト
を
市
役
所
か
ら
も
ら
っ
て
き
ま
し
た
。

コ
シ
ヒ
カ
リ
（
６
０
ｋ
ｇ
あ
た
り
）
令
和
８
年
１
月
現
在



一
等
米

３
０
，
０
０
０
円



二
等
米

２
９
，
４
０
０
円



三
等
米

２
７
，
７
０
０
円

経
費
は
、
土
地
改
良
費
や
固
定
資
産
税
等
に
な
り
ま
す
。

国
保
納
付
証
明
書
・
年
金
源
泉
徴
収
票

市
町
村
や
、
年
金
事
務
所
か
ら
「
国
保
納
付
証
明
書
」
「
年

金
源
泉
徴
収
票
」
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
税
務
署
か
ら
も
何
か
し
ら
通
知
等
が
届
い
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

昨
年
届
い
て
い
る
生
命
保
険
控
除
証
明
書
や
国
民
年
金
保

険
料
控
除
証
明
書
等
も
確
定
申
告
て
必
要
と
な
り
ま
す
。

い
つ
も
の
場
所
に
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
だ
い
た
い
ど

っ
か
別
の
場
所
に
「
し
も
と
く
」
と
だ
い
た
い
「
め
ぇ
の
」
し

ま
す
。

所
得
税
確
定
申
告
提
出
期
限

令
和
７
年
度
の
所
得
税
確
定
申
告
期
間
は
２
月
１
６
日
か

ら
３
月
１
６
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

消
費
税
確
定
申
告
は
３
月
３
１
日
ま
で
で
す
。

提
出
期
間
が
は
じ
ま
る
前
ま
で
に
は
申
告
書
を
作
成
で
き

る
準
備
又
は
お
わ
ら
せ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

シ
ル
バ
ー
人
材
の
収
入[

雑
所
得]

家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
ま
た
は
雑
所
得
と
そ
れ
以
外

の
所
得
が
あ
る
場
合
（
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ケ
ー
ス
２
よ
り
）

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
１
５
０
万
円
（
７
０
歳
）

生
命
保
険
年
金
収
入
３
０
万
円
、
必
要
経
費
１
５
万
円

シ
ル
バ
ー
人
材
収
入
８
０
万
円
、
必
要
経
費
１
０
万
円



公
的
年
金
等
以
外
の
雑
所
得
の
金
額
４
５
万
円
（
生
命
保

険
年
金
分
３
０
万
円+

シ
ル
バ
ー
人
材
分
８
０
万
円
‐
６

５
万
円
）



公
的
年
金
等
の
雑
所
得
は
４
０
万
円
（
１
５
０
万
円
‐
１

１
０
万
円
）

生
命
保
険
（
年
金
）
及
び
シ
ル
バ
ー
人
材
の
必
要
経
費
の
合

計
が
６
５
万
円
未
満
で
あ
る
た
め
家
内
労
働
者
等
の
特
例
適

用
で
き
ま
す
。
（
詳
し
く
は
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
で
確
認
を
）

3.13 重税反対全国統一行動 阿賀野集会
 日 程 3月 13 日（金）午後 1時 30 分～

 会 場 水原公民館３階 大会議室

自
主
計
算
民
商
２
階
で

自
宅
で
収
支
計
算
を
す
る
と
集
中
で
き

な
い
方
、
民
商
２
階
で
自
主
計
算
し
ま
せ

ん
か
？

毎
年
数
名
の
方
は
民
商
の
２
階
で
請
求

書
・
領
収
書
を
お
お
ば
ら
に
し
な
が
ら
、

「
あ
ー
で
も
ね
ぇ
、
こ
ー
で
も
ね
ぇ
」
と

自
主
計
算
ノ
ー
ト
等
に
記
帳
し
て
い
ま

す
。わ

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
お
互
い
に

相
談
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

使
用
さ
れ
る
方
は
事
前
に
連
絡
を
い
た

だ
け
る
と
助
か
り
ま
す
。
（
留
守
の
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
）

譲
渡
所
得
・
一
時
所
得

事
業
用
の
資
産
売
却
や
生
命
保
険
な
ど

満
期
に
な
っ
た
方
、
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

事
業
用
課
税
資
産
（
建
物
・
機
械
・
車

両
な
ど
）
の
譲
渡
や
下
取
り
は
課
税
売
上

と
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。


